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新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修
の臨時的な取扱いについて 令和2年2月25日発出
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受講中の皆様 令和2年3月31日発出 受講予定の皆様 令和2年4月22日発出

千葉県千葉県
新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修
の臨時的な取扱いについて （通知）
新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修
の臨時的な取扱いについて （通知） 令和2年8月25日発出

発出元 通知名／内容／発出日

☞都道府県が認める期間内は主任CM・CM資格を喪失しない扱いとする内容

☞臨時的な取扱い（資格を喪失しない）となる対象者を定める内容

☞臨時的な取扱いとなる対象者のうち、令和2年2月25日～令和4年3月31日
までの者について取扱い期間を２年間とする内容
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今回発出
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新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修
の臨時的な取扱いについて （通知）２

受講中の皆様 令和2年3月31日発出 受講予定の皆様 令和2年4月22日発出

・研修を中断・延期している者（詳細）
・研修をまだ申込んでいない者

臨時的な取扱い（資格を喪
失しない）の対象者を明確

に示した通知

臨時的な取扱い（資格を喪
失しない）の対象者を明確

に示した通知

・研修を中断・延期している者



千葉県千葉県
新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修
の臨時的な取扱いについて （通知）
新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修
の臨時的な取扱いについて （通知）３

令和2年8月25日発出

・上記対象者の取扱い期間が２年とされた
・研修実施されない場合は再延長がある
・主任ケアマネも対象となる



研修受講・修了後に行う手続きと流れ研修受講・修了後に行う手続きと流れ

臨時的取扱い対象者 ※ 通知参照

資格を喪失しない取扱いの期間内に
更新に必要な研修を受講修了した

研 修 再 開

速やかに以下を添えて県に申請
・更新交付申請書（通常）
・更新交付申請添付書

本来の有効期間満了日に遡って
介護支援専門員証が発行される

資格を喪失しない取扱いの期間内に更
新に必要な研修を受講しなかった

失効となります

今回の臨時的取扱いにより、主任ＣＭ満了日
が残っていても通常ＣＭ満了日が過ぎている
場合は介護支援専門員証は失効となります。

注意!!

２ ３



通常の更新パターン通常の更新パターン

今回の更新期間（５年間） 次回の更新期間（５年間）

更新申請

この期間に更新に必要な
研修を受講修了

この期間に更新に必要な
研修を受講修了

臨時的取扱い対象者 の期間の者臨時的取扱い対象者 の期間の者

今回猶予された期間
資格を喪失しない取扱いの期間

（２年間）

今回の更新期間（５年間）

この期間に更新に必要な
研修を受講修了

３

次回の更新期間（５年間）

令和２年２月25日～令和４年3月31日までの者



今回の更新（５年間）

喪失しない期間から5年間

この期間に更新に必要な
研修を受講修了

次回の更新期間（５年間）

臨時的取扱い対象者 の期間の者臨時的取扱い対象者 の期間の者３

パターンA

パターンＢ

本来の有効期間を過ぎるこ
となく更新研修受講修了

今回猶予された期間内で
更新研修受講修了

研
修
修
了

研
修
修
了 本来の有効期間に遡り
新たな有効期間5年間が付される

有効期間5年間が付される

注意※初回の主任更新研修受講者が、パターンＡで受講修了した場合は、通常の取扱いに沿って主任ＣＭ満了日は研修修了日から5年となる。
（2回目以降の主任更新時は満了日から5年）。

令和２年２月25日～令和４年3月31日までの者

違います!!

正しい



研修受講・修了後に行う手続きと流れ 具体的なケース その１

Ｑ1.今回の通知発出時点（R2.8.25）で既に有効期間満了日が過ぎている者
・満了日が令和2年6月15日
・初回更新者で専門Ⅰは受講済み（専門Ⅱは未受講）

Ｑ1.今回の通知発出時点（R2.8.25）で既に有効期間満了日が過ぎている者
・満了日が令和2年6月15日
・初回更新者で専門Ⅰは受講済み（専門Ⅱは未受講）

Ａ1.今回の取扱い期間内に専門Ⅱを受講修了し、更新申請を行う
例）令和3年7月31日に専門Ⅱ研修修了した場合
Ａ1.今回の取扱い期間内に専門Ⅱを受講修了し、更新申請を行う
例）令和3年7月31日に専門Ⅱ研修修了した場合

現在の有効期間満了日 今回の通知で猶予された満了日 更新交付後の有効期間満了日

令和2年6月15日 令和4年6月15日 令和7年6月15日

R2.6.15 R7.6.15R3.7.31

専門Ⅱ修了

R4.6.15

満了日はあくまでも5年間

臨時的取扱いの
対象者である



研修受講・修了後に行う手続きと流れ 具体的なケース その２

Ｑ2.まだ有効期間満了日は過ぎてはいないが令和4年3月31日までの者
・臨時的取扱いの対象者である
Ｑ2.まだ有効期間満了日は過ぎてはいないが令和4年3月31日までの者
・臨時的取扱いの対象者である

Ａ2.今回の取扱い期間内に更新に必要な研修を受講修了し、更新申請を行う
・更新交付後の満了日の考え方はA1と同様。
Ａ2.今回の取扱い期間内に更新に必要な研修を受講修了し、更新申請を行う
・更新交付後の満了日の考え方はA1と同様。

更新に必要な研修は以下の通知参照



研修受講・修了後に行う手続きと流れ 具体的なケース その３

Ｑ3.主任ＣＭと通常のＣＭの満了日が双方とも令和4年3月31日までの者であり、
今回猶予された期間内に必要な研修を受講修了した場合

例）主任ＣＭ満了日 令和4年2月25日
通常ＣＭ満了日 令和4年3月31日

Ｑ3.主任ＣＭと通常のＣＭの満了日が双方とも令和4年3月31日までの者であり、
今回猶予された期間内に必要な研修を受講修了した場合

例）主任ＣＭ満了日 令和4年2月25日
通常ＣＭ満了日 令和4年3月31日

Ａ3. 以下参照
・令和4年2月２6日～令和6年2月25日の間に「主任更新研修」を受講修了した場合

☞主任ＣＭ満了日は令和9年2月25日となり通常ＣＭの満了日を揃えることも可能
・令和6年3月31日までに「更新研修」を受講修了

☞主任更新未受講であれば、通常ＣＭのみ令和9年3月31日となる（主任資格はなくなる）

Ａ3. 以下参照
・令和4年2月２6日～令和6年2月25日の間に「主任更新研修」を受講修了した場合

☞主任ＣＭ満了日は令和9年2月25日となり通常ＣＭの満了日を揃えることも可能
・令和6年3月31日までに「更新研修」を受講修了

☞主任更新未受講であれば、通常ＣＭのみ令和9年3月31日となる（主任資格はなくなる）

臨時的取扱いの対象者

現在の有効期間満了日
（Ａ）

今回の通知で猶予され
た満了日（Ｂ）

（B）の期間までに必要
な研修を受講修了した
更新交付後の満了日

主任ＣＭ 令和4年2月25日 令和6年2月25日 令和9年2月25日

通常ＣＭ 令和4年3月31日 令和6年3月31日 令和9年3月31日

受
講

注意※初回の主任更新研修受講者であって（Ａ）期間より前に受講修了した場合は、通常の取扱いに沿って主任ＣＭ満了日は研修修了日から5年
となる（2回目以降の更新は満了日から5年）。



研修受講・修了後に行う手続きと流れ 具体的なケース その４

Ｑ4.今回示された期間内に研修が実施されなかった場合Ｑ4.今回示された期間内に研修が実施されなかった場合

Ａ3. 通知を参照。Ａ3. 通知を参照。

【記載内容】
なお、新型コロナウイルス感染症の影響等で研修が計画通り実
施出来ない場合に は、取扱期間を延長する場合がありますこと
を申し添えます。

【記載内容】
なお、新型コロナウイルス感染症の影響等で研修が計画通り実
施出来ない場合に は、取扱期間を延長する場合がありますこと
を申し添えます。



更新研修の研修体系を正しく理解しよう
－介護支援専門員資格に関する手続きの流れ・研修体系－



研修体系を理解しよう

千葉県ＨＰにも掲載
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